
亀山市告示第１１３号  

 亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付

要綱を次のように定める。  

  平成３０年６月２８日  

亀山市長  櫻  井  義  之  

 

   亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金

交付要綱  

 

 （目的）  

第１条  この告示は、市外からの移住を目的として空き家住宅等の

改修工事等を実施する者に対し補助金を交付することにより市へ

の移住を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とす

る。  

（用語の定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるとおりとする。  

（１）リフォー ム  空 き 家住宅 等を、住 宅（店 舗併用住宅等を 含

む。）として使用する上で、移住者のニーズに応じて、住宅の

機能又は性能を維持し、又は向上させるための改修工事をいう。  

（２）移住者  １年以上市外に居住している者で、この告示の施行

日以後に市内に転入届を提出する者をいう。  

（３）空き家住宅等  市内に存する新築から５年以上を経過した住

宅又は建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２

条第１号に規定する建築物のうち、長屋（２以上の住戸を有す

る建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、

廊下等の共有部分を有しないものをいう。）及び共同住宅（２

以上の住戸を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸

の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。）

を除くものをいう。）のうち、現に使用されていないものをい



う。  

（４）耐震基準  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第３章及び第５章の４に規定する基準又は建築物の耐震改修の

促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第１７条第３項

第１号に基づき国土交通大臣が定める基準をいう。  

 （補助金の名称）  

第３条  この告示により交付する補助金は、亀山市移住促進のため

の空き家リフォーム支援事業費補助金 ( 次条第２項及び第３項、

第５条、第６条並びに第１０条から第１３条までにおいて「補助

金」という。）という。  

（補助対象者等）  

第４条  補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。  

（１）移住者のうち、転入前にあっては工事完了後１月以内に転入

届を提出する者  

（２）移住者のうち、転入後にあっては転入した日から６月以内に

交付申請を行う者  

（３）移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅等の所

有者（個人に限る。）  

２  市長は、前項の規定にかかわらず、市町村税又は次の各号のい

ずれかの市の歳入を滞納している者を補助金の交付対象者としな

いことができる。  

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第１号）及び亀山市認定こども園条例（平成２７

年亀山市条例第３０号）に規定する利用者負担額等  

（２）亀山市農 業集落排 水処理 施設条例 （平成 １７年亀山市条 例

１２４号）に規定する使用料  

（３）亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）に規

定する家賃  

（４）亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）



に規定する使用料  

（５）亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年

亀山市条例第３４号）に規定する負担金等  

（６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第２号）に規定する利用者負担額  

３  補助金の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、

次の各号に掲げる要件を満たすものとする。  

（１）居住用部分に対するものであること。  

（２）補助対象者が実施するリフォームであって補助金の交付申請

年度内に完了するものであること。  

（３）県内に本店、支店又は営業所を有する施工業者によるもので

あること。  

４  前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、補助対

象工事としないものとする。  

（１）建物でない外構工事  

（２）容易に取り外しができるものを設置する工事  

（３）施工業者で調達しない設備機器等を設置する工事  

（４）他の公的補助金、利子補給及び介護保険からの支給を受ける

工事  

（５）リフォームに要する費用（建築基準法施行令（昭和２５年政

令第３３８号）第１条第１号に規定する同一敷地内の複数の空

き家住宅等にリフォームを行う場合は、それらの費用の合計額。

次条において同じ。）が３０万円未満である工事  

５  補助の対象となる空き家住宅等は、耐震基準を満たすもの（当

該工事により耐震基準を満たす場合を含む。）とする。  

６  前各項の規定にかかわらず、この告示による補助金の交付を受

けようとする者が、補助の対象となる空き家住宅等を対象として

この告示による補助金若しくは次の各号に掲げる補助金の交付を

受けたことがある場合又は当該空き家住宅等を対象として次の各

号に掲げる補助金の交付を受ける場合は、この告示による補助金



の交付対象者としない。  

（１）亀山市木造住宅耐震補強等事業補助金交付要綱（平成１７年

亀山市告示第６８号）による補助金（同要綱第３条第１項に規

定する耐震補強工事に対する補助金を除く。）  

（２）亀山市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱（平

成１７年亀山市教育委員会告示第７号）による補助金  

（３）亀山市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱（平成３０年

亀山市告示第９２号）による補助金  

（４）亀山市移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補

助金交付要綱（平成３０年亀山市告示第   号）による補助金  

 （補助金の額）  

第５条  補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に

定める額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。）を限度として、予算の範囲内において市長が定

める。  

（１）補助の対象となる空き家住宅等が居住誘導区域（亀山市立地

適正化計画に定める居住誘導区域をいう。次号において同じ。）

に存し、かつ、補助の対象となる者が属する世帯が子育て世帯

（１５歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある子が

いる世帯をいう。次号において同じ。）である場合  リフォー

ムに要す る費用 （１，０ ００， ０００円 （市外 に本店、 支店

又は営業 所を有 する施工 業者に よるリフ ォーム にあって は、

５００，０００円）を上限とする。次号において同じ。）の２

分の１に相当する額  

（２）補助の対象となる空き家住宅等が居住誘導区域に存する場合

又は補助の対象となる者が属する世帯が子育て世帯である場合  

 リフォームに要する費用の５分の２に相当する額  

（３）前２号に 掲げる場 合以外 の場合  リ フォ ームに要する費 用

（９００，０００円（市外に本店、支店又は営業所を有する施

工業者によるリフォームにあっては、４５０，０００円）を上



限とする。）の３分の１に相当する額  

（補助金交付申請及び決定）  

第６条  補 助金の 交付を受 けよう とする者 （以下 「申請者 」とい

う。）は、補助対象工事の着手前に移住促進のための空き家リフ

ォーム支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に別表第１に

掲げる提出書類を添付して、市長に提出するものとする。  

２  市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、移住促進のための

空き家リフォーム支援事業費補助金交付決定通知書（様式第３

号）により申請者に通知するものとする。  

 （計画の変更等）  

第７条  申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、

あらかじめ移住促進のための空き家リフォーム計画変更承認申請

書（様式第４号）に提出書類を添付して市長に提出しなければな

らない。  

（１）施工箇所又は施工方法の変更  

（２）補助金交付決定額の変更  

２  市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めた場合は、移住促進のための空き家リフォーム計画変

更承認通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。  

３  申請者は、リフォームが予定の期間内に完了しない場合又はリ

フォームの遂行が困難な場合は、速やかに移住促進のための空き

家リフォーム計画遅滞等報告書（様式第６号）を市長に提出し、

その指示を受けなければならない。  

４  市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、

指示書（様式第７号）により申請者に指示するものとする。  

（リフォームの計画の廃止又は中止）  

第 ８ 条  申 請 者 が 、 リ フォ ーム の計画 の廃 止又 は中止 をし よう と

す る 場 合 は 、 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 計 画廃 止 （ 中

止）届（様式第８号）を市長に提出しなければならない。  



（完了実績報告）  

第９条  申請者は、リフォームが完了したときは、移住促進のため

の空き家リフォーム完了実績報告書（様式第９号）に別表第２に

掲げる提出書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２  前項の書類は、リフォームが完了した日から起算して３０日を

経過した日又はリフォームが完了した日の属する年度の３月末日

のいずれか早い日までに提出しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第１０条  市長は、前条第１項の報告書を受理したときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、移住促

進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付確定通知書（様

式第１０号）により申請者に通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第１１条  前条の通知を受けた申請者は、前条の通知を受けた日か

ら起算して１０日以内に移住促進のための空き家リフォーム支援

事業費補助金支払請求書（様式第１１号）により補助金を請求し

なければならない。  

（補助金の取消し等）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 補 助 金 の交 付を受 けた 者が 次のい ずれ かに 該

当 す る と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を取 り 消 す

ことができる。  

（１）第４条第１項第１号又は第２号に該当する者として補助金の

交付を受けた者が、補助金の交付日の属する月から起算して５

年を経過する前に補助の対象となった空き家住宅等から転居し

たとき。  

（２）第４条に定める補助対象者等の要件を欠くに至ったとき。  

（３）偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。  

（４）補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反

したとき。  

（５）前各号に定めるもののほか、市長が特に補助金を交付する者



として不適当と認めたとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、

その取消しに係る補助金の金額について、移住促進のための空き

家リフォーム支援事業費補助金交付決定取消兼返還命令書（様式

第１２号）により期限を定めて返還を命ずるものとする。  

（書類の整理等）  

第１３条  申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を

整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から５年

間保管しなければならない。  

（その他）  

第１４条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定め

る。  

附  則  

この告示は、平成３０年７月１日から施行する。  

別表第１（第６条関係）  

提出書類  備考  
リフォームの工事見積書  補助対象部分と対象外部分を明

確にしたもの  
リフォームの内容が分かる図面
（平面図、立面図、断面図等）

 

旧耐震基準により建築された空
き家住宅等のリフォームを行う
場合にあっては、耐震診断結果
報告書又は耐震補強判定書  

耐震性が不足している場合は、
耐震補強計画書の添付が必要  

移住者が市外に居住しているこ
とを証明する書類（住民票の写
し等）  

転 入 後 に 交 付 申 請 を 行 う 場 合
は、市外に居住していたことを
証明する書類（住民票の除票の
写し等）及び転入を証明する書
類（住民票の写し等）  

リフォームを行う不動産の登記
事項証明書  

登記事項要約書でも可  

確約書（様式第２号）   
所有者がリフォームを行う場合
にあっては、移住者との契約書
の写し等  

 

その他市長が必要と認める書類  



別表第２（第９条関係）  

提出書類  備考  
移住者の転入を証明する書類
（住民票の写し等）  

転入後に交付申請を行った者は
不要  

工事請負契約書等の写し  工事請負契約書及び不動産売買
契約書  

領収書の写し   

工事写真  建築物の外観、改修箇所等の改
修前及び改修後の写真  

 



様式第１号（第６条関係） 

                                                    年  月  日 

  亀山市長  様 

                                                  申請者 

住 所 

氏 名                

電話番号 

 

 

移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付申請書 
 

亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、

リフォームを行いたいので、下記のとおり申請します。 

なお、亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第４条に定める補助対

象者等を確認するために市が住民基本台帳、戸籍台帳、固定資産台帳、建築確認申請等について照合

を行うことに同意します。 

記 

住

宅 

又

は

建

築

物

の

概

要 

所有者の 

住所及び氏名 

  

 

 

  子育て世帯   ・その他 

所 在 地 

 

 

  居住誘導区域  ・その他 

種 類 専用住宅 ・併用住宅 ・ その他（     ） 

建築年次 

 

その他              その他 

昭 和    年   月着工、  昭 和   年  月完成  

平 成              平  成 

不 明              不  明 

階 数      階 延べ床面積 ㎡ 

 

工

事

費

等 

予定工期   年  月  日～    年  月  日 

総工事費 円 

改修工事に要する経費 円 

補助申請額 円 
 

※添付書類 別紙のとおり 



様式第２号（第６条関係） 

 

確 約 書 

 
年  月  日 

 

 亀山市長 様 

 
居 住 者 

現 住 所 

氏  名             

電話番号 
 

私は、亀山市に５年以上補助の対象となった空き家住宅等に居住し、住民登録することを確約

します。 

なお、亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第１２条第１項各

号のいずれかに該当するときは、責任をもって受け取った補助金を返還します。 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

第         号 

                                                      年  月  日 

 

            様 

 

 

                                             亀山市長            

 

 

 

移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付決定通知書 
 

  年  月  日付けで、申請のありました下記の住宅に関する移住促進のための空き家リ

フォーム支援事業費補助金交付申請書を審査したところ、適当と認められるので、亀山市移住促進の

ための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

  １ 補助金交付決定額                 円 

 

  ２ 住宅又は建築物の所在地 

 

３ その他  移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付申請書のとおり 

 

 

（１） 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等の関係書類を整理しな

ければならない。 

（２） 帳簿及び領収書等関係書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から５年間

保管しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

                                                       年  月  日 

 

  亀山市長  様 

                                                  申請者 

住 所             

氏 名                

電話番号            

 

 

移住促進のための空き家リフォーム計画変更承認申請書 
 

 年  月  日付け  第   号により補助金交付決定の通知を受けたリフォームの計画

を下記のとおり変更したいので、亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要

綱第７条第１項の規定により申請します。 

 

記 

   

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

３ 変更事項 

（１） 施工箇所又は施工方法の変更 

 

 

（２） 補助金交付決定額の変更 

 

 

（３） その他 

 

 

※添付書類 

・ 改修工事見積書（変更箇所を示したもの） 

・ 変更前の工事契約書の写し 

・ その他変更内容が判断できる書類 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

                                                           第         号 

                                                        年  月  日 

 

                様 

 

                                                    亀山市長           

 

 

 

移住促進のための空き家リフォーム計画変更承認通知書 
 

      年  月  日付けで申請のありました、下記の住宅又は建築物に関する移住促進のため

の空き家リフォーム計画変更承認申請書を審査したところ、適当と認められるので、亀山市移住促進

のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

   

記 

 

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

  ３ 変更後の補助金交付決定額                円 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

                                                            年  月  日 

 

 

  亀山市長  様 

申請者 

住 所             

氏 名               

電話番号            

 

 

移住促進のための空き家リフォーム計画遅滞等報告書 
 

      年  月  日付け  第   号により補助金交付決定の通知を受けたリフォームの計

画について、下記のとおり事業の遅滞等が生じたので亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援

事業費補助金交付要綱第７条第３項の規定により報告します。 

 

記 

   

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

３ 遅滞等の内容 

 

４ 遅滞等の理由 

 

５ 工事完了時期（見込み）       年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第７条関係） 

                                                           第     号 

                                                        年  月  日 

 

                様 

 

                                              亀山市長           

 

 

指 示 書 
 

      年  月  日付けで報告のありました、下記の住宅に関する移住促進のための空き家リ

フォーム計画遅滞等報告書について亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付

要綱第７条第４項の規定により、下記のとおり指示します。 

 

記 

 

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

  ３ 指示の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係） 

                                                            年  月  日 

 

  亀山市長  様 

申請者 

住 所             

氏 名                

電話番号            

 

 

移住促進のための空き家リフォーム計画廃止（中止）届 
 

  年  月  日付け  第   号により補助金交付決定の通知を受けた移住促進のため

の空き家リフォームの計画について、下記のとおり廃止（中止）したいので、亀山市移住促進のため

の空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により届け出ます。 

 

記 

   

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

３ 廃止（中止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第９条関係） 

                                                          年  月  日 

 

 

  亀山市長  様 

                                                  申請者 

住 所             

氏 名              

電話番号            

 

 

移住促進のための空き家リフォーム完了実績報告書 
 

      年  月  日付け  第   号により補助金交付決定の通知を受けたリフォームの計

画について、下記のとおり事業が完了したので、亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業

費補助金交付要綱第９条第１項の規定により報告します。 

 

記 

   

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

３ 完了年月日          年    月    日 

 

４ 添付書類  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１０条関係） 

第      号           

年  月  日 

 

                様 

 

 

                                               亀山市長           

 

 

 

移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付確定通知書 
 

      年  月  日付けで決定した補助金の交付について、下記のとおり確定したので、亀山

市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。 

   

記 

 

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

  ３ 補助金交付決定額                円 

 

  ４ 補助金交付確定額                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第１１条関係） 

                                                          年  月  日 

 

  亀山市長  様 

 

 

                                                  申請者 

住 所             

氏 名                

電話番号            

 

 

移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金支払請求書 
 

  亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下

記のとおり補助金を請求します。 

 

記 

 

１ 住宅又は建築物の所在地 

 

２ 住宅又は建築物の種類 

 

  ３ 支払請求額                円 

  

  ４ 振込先（申請者本人名義の口座に限る。）   

 

振

込

先

金

融

機

関

名 

金融機関名 
        銀行 信用金庫       支 店 

        農協 労働金庫       出張所 

預金の種類   普通 ・ 当座 （該当を○で囲む） 

口座番号   

フリガナ   

口座名義人   

 

 



様式第１２号（第１２条関係） 

第     号 

   年  月  日 

 

様 

 

 

亀山市長                

 

 

 

移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付決定取消兼返還命令書 
 

年 月 日付けで交付した亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金につ

いて、亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付要綱第１２条第１項の規定に

より交付の決定を取り消し、同条第２項の規定により返還を命じます。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金返還額    金                円 

 

 

２ 補助金の交付を取り消す理由 

 

 

３ 返還期限               年   月   日 

 

 


